
広島市条例第５３号

令和７年１２月２５日

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。

広島市長 松 井 一 實

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条 特別職の職員の給与に関する条例（昭和２６年３月３０日広島市

条例第６１号）の一部を次のように改正する。

第４条中「１００分の４０」を「１００分の４５」に改める。

第２条 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第４条中「１００分の４５」を「１００分の４０」に、「１００分の

２１０」を「１００分の２１２．５」に改める。

附 則

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和８年４月

１日から施行する。


